
 

 

 

 

参考資料－２ 下水道の地震対策の取り組み状況 



１.下水道地震対策技術検討委員会 

 平成 16 年 10 月に発生した新潟県中越地震における被害の特徴から、適切な復旧を行

うための技術的手法の検討を行うとともに、これまでの地震対策の内容をさまざまな角

度から検証し、必要な見直しを行うため、「下水道地震対策技術検討委員会」を設置した。

本委員会では、特に被害の大きかった管路施設に対し、適切な本復旧を行うために、平

成 16 年 10 月に技術的緊急提言をとりまとめるとともに、平成 17 年 8 月に「新潟県中越

地震の総括と地震対策の現状を踏まえた今後の下水道地震対策のあり方」をとりまとめ

た。 

 
管路施設の本復旧にあたっての技術的緊急提言（平成 16 年 11 月） 

 管路施設の被害の再発防止も考慮し、本復旧の埋め戻しにあたっては、マンホール周

辺を含め、地盤の特性、施工条件等現地特性、管材、工期等を勘案して、①埋戻し部の

締固め、②砕石による埋戻し、③埋戻し部の固化のいずれかの対策を行うこととした。 
 
新潟県中越地震の総括と地震対策の現状を踏まえた今後の下水道地震対策のあり方（平

成 17 年 8 月） 

 新潟県中越地震における下水道施設の被害状況を総括し、管路施設の埋戻し部の液状

化対策、「重要な幹線等」の定義の見直し、処理場・ポンプ場の継ぎ手対策など、現行

の指針等に追加すべき新設施設の耐震対策について言及するとともに、初動・支援体制、

被害調査方法等の課題についても考え方が整理された。 
 また、全国的な下水道施設の耐震対策の現状を検証し、①構造面での耐震化・トイレ

の使用の確保（防災）と被害時の暫定的対策（減災）、②「生命を守る」という観点か

ら下水道が有するべき機能を整理、③時間軸と対策施設を考慮した防災・減災目標等の

基本的考え方を示し、耐震診断の実施や計画の策定、具体的対策事例の提示、国の支援

など下水道地震対策の促進に向けた取組みがとりまとめられた。 
 
能登半島地震・新潟県中越沖地震の総括と耐震対策の評価および下水道の担うべき機能

を継続的に確保する方法の考え方（平成 20 年 10 月） 

能登半島地震および新潟県中越沖地震における被害状況を総括し、３年前の平成 16

年 新潟県中越地震で被災し、「新潟県中越地震の総括と地震対策の現状を踏まえた今後

の地震対策のあり方」で提言された対策工法を適用して復旧した地域において、耐震対

策の検証を行うとともに、住民の日常生活や都市活動等を確保する視点から、被災時に

おいても、下水道が担うべき機能を維持する対策についても考え方が整理された。 
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２.「下水道地震対策技術検討委員会」のとりまとめ後の取組状況 

 「下水道地震対策技術検討委員会」が平成 17 年 8 月にとりまとめた「新潟県中越地

震の総括と地震対策の現状を踏まえた今後の下水道地震対策のあり方」等を踏まえ、下

水道の地震対策を推進するため、以下の措置を講じている。 
 
耐震構造基準の追加（平成 17 年下水道法施行令改正、平成 17 年 10 月 26 日公布、平成

18 年 4 月 1 日施行） 

 これまで「堅固で耐久性を有する」との基準に適合ずるよう講ずることとされてきた

地震対策に関する措置を明確にするために、下水道法施行令第 5 条の 4 に、「地震等に

よる地盤の変動により下水の排除及び処理に仕様が生じないよう措置を講ずること」を

追加した。 
 
「新潟県中越地震を踏まえた下水道施設の耐震対策について」の通知（平成 17 年 10 月

28 日付け国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課長通知） 

 管路施設の埋戻し部の液状化対策としては、①埋戻し土の締固め、②砕石による埋戻

し、③埋戻し土の固化を示し、平成 17 年度発注予定の工事からできる限り速やかに対

策を講じるように通知した。 
 
「大規模地震による被害想定手法及び想定結果の活用方法に関するマニュアル」の策定

（平成 18 年 3 月）／大規模地震による下水道被害想定検討委員会 

 下水道管理者が地震対策計画を立案するにあたって、自ら管理する下水道施設を対象

に、あるいは都道府県が管内市町村の地震対策を推進するにあたって、管内市町村の下

水道施設を対象に、被害想定を実施する際の手法及び想定結果の活用方策を提示した。 
 
下水道地震対策緊急整備事業 （別紙－1） 

 地震時においても下水道が最低限有すべき機能を確保する耐震化を緊急かつ重点的に

促進するとともに、被災した場合における下水道機能のバックアップ対策などを進める

ため、地震対策に取り組む必要性が高い地域においては、計画期間 5 年間以内の「下水

道地震対策緊急整備計画」を策定（計画策定期間は平成 18 年度より 3 年以内（平成 20

年度まで））し、下水道地震対策を緊急かつ重点的に推進する制度を平成 18 年度に創設

した。 
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下水道施設の耐震対策指針と解説－2006 年版－（平成 18 年 8 月改定）／（社）日本下

水道協会 

 下水道施設の構造面での耐震対策に関する具体的な考え方を示したものであり、新規

施設における耐震計算手法を中心に記述するとともに、既存施設における耐震対策の方

向性や手順等について記述している。 

平成 18 年の改定版では、①埋戻し土の液状化対策、②重要な幹線等の定義に“被災時

に重大な交通機能への障害を及ぼすおそれのある緊急輸送路等に埋設されている管路

等”の追加、③処理場・ポンプ場の継手対策を新たに提示した。 

 
下水道の地震対策マニュアル－2006 年版－（平成 18 年 8 月改定）／（社）日本下水道

協会 

震前、震後に実施する下水道の地震対策のうち、ソフト対策に関する具体的な考え方

を中心に示したものであり、震前対策としての被害予測等を基にした既存施設の地震対

策計画の策定や震災時の組織体制・震災訓練の実施・施設の管理図書等の防災計画や、

震後対策として点検・調査から災害復旧までの対応方法について記述している。 
 平成 18 年の改定版では、震前対策として、体制等のソフト面の整備及び対策優先順位

の検討に必要な被害想定手法及び活用方法等について示すとともに、震後対策として、

復旧・支援の流れ及びし尿対策・情報伝達等の緊急避難的な対策について、新潟県中越

地震の経験を踏まえ、最新の知見により整理した。 

 
下水道事業における災害時支援に関するルール（平成 19 年 6 月改定）／（社）日本下

水道協会 

下水道施設が被災した際、被災した自治体単独では対応が困難な場合に備え、都道府

県を越える広域的な下水道事業関係者間の支援方法について記述している（「全国ルー

ル」）。 

平成 19 年の改定版では、災害対策基本法及び地方自治法を勘案し、国土交通省の役割

を明確にするとともに、応援及び派遣された職員の身分及び費用負担を整理した。また

下水道対策本部の広域的な支援の場合の対応について見直しを行った。 
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下水道災害時における大都市間の連絡・連携体制に関するルール（平成 20 年 2 月改定）

／大都市下水道会議 

震度６弱以上の地震により災害が発生した際、東京都及び政令指定都市が、下水道事

業に関し相互に救援協力する方法について記述している（「大都市ルール」）。 

平成20年の改定版では、「全国ルール」のブロック内では対応が困難で広域的な支援が

必要な場合の連絡・連携体制について、被災都市と情報連絡総括都市との関係の一部が

見直しされた。（中国・四国、九州ブロックの情報連絡総括都市を東京都から大阪市へ

変更等） 

 

下水道総合地震対策事業（Ｈ21 年度予算要求中） （別紙－2） 

 下水道の地震による被災は、トイレの使用不可能、水道水源の汚染となるばかりでな 
く、雨水排水機能の喪失による浸水被害の発生、道路陥没による交通障害の発生等、住

民の生活・財産、社会経済活動に重大な支障を来たすこととなる。以上を踏まえ、下水

道施設の耐震化を図る「防災」、被災を想定して被害の最小化を図る「減災」を組み合わ

せた総合的な地震対策を推進するための事業の創設を予算要求しているところ。 
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下水道地震対策緊急整備事業（Ｈ18 年度創設） 

 

(1)目的 

地震時においても下水道が最低限有すべき機能を確保する耐震化を緊急かつ重点的に

促進するとともに、被災した場合における下水道機能のバックアップ対策等を進める。 

 

(2)概要 

地震対策に取り組む必要性が高い地域においては、計画期間 5年間以内の「下水道地震

対策緊急整備計画」を策定（計画策定期間は平成 18 年度より 3年以内（平成 20 年度まで））

し、下水道地震対策を緊急かつ重点的に推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

(3)実施状況 

平成 20 年 8 月末時点までに神戸市等 39 箇所において計画策定済み 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙－１ 
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(4)下水道地震対策緊急整備事業のイメージ 
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